
 

第３回 協働のまちづくりフォーラム 

活動事例発表団体 給食ボランティア・菜の花会の質問に対する回答書 
 

【質問】 

子ども食堂は全国的に展開されていますが、食材費用等はどうされていますか？ 

  

私どもの弁当配食サービスの収入は、お弁当受給者の負担金１食３５０円のほか、高山市社 

会福祉協議会、また同会の歳末助け合い共同募金よりの助成金を受けております。支出はお 

弁当材料費・包装費、調理用器具費、などともに運営費用に充てております。                        
                                                      

現状 花里地区の受給者はどれくらいいらっしゃるのでしょうか  

 

お住まいの地区の配達数については、当会へ直接お問い合わせください。 

良ければ各地区の町内別の一覧表を、PCメールでお届けしますので、配達のご協力に 

ついて、前向きにご検討下さい。 

 

容器の再利用と衛生面は 

 

容器の再利用は給食受給者からも以前に申し出がありましたが、洗い方またその後の管理で 

容器が不衛生になる事もありますので、再利用不可とし新品を使用しています。 

 

米・野菜の寄付は今もたっぷりあるのでしょうか？ 

  

米は、寄付していただくこともあります。野菜は、いただいておりません。 

献立は 3か月毎に計画、発注しています。野菜は腐りやすくまた急きょの献立変更は困難 

でお断りしています。しかし、米・乾物などは、ご相談により受付させて頂きますので、 

宜しくお願いします。 

  

 

【意見】 

各まち協のイベントで「食堂」や「カフェ」関連のものは、「必要な方に食事を届ける」活動に

関心がある方もいらっしゃると思います。是非そういった所で活動アピールをされては如何でし

ょう。 
 

  菜の花会活動アピールをさせていただける場があればいつでもイベントへ出向きますので、 

ご紹介連絡をお願いします。 

  

 

【お問い合わせ先】高山市役所 協働推進課 0577-35-3412 


